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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報

処理学会（IPSJ）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。 

これによって，JIS X 5211:2010 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格に従うことは，次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので，留意する。 

－ 氏名：ソニー株式会社 

－ 住所：東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号 

上記の，特許権等の権利者は，非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施

の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし，この規格に関連する他の特許権等の権利者に対

しては，同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。 

この規格に従うことが，必ずしも，特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ

る。 

この規格の一部が，上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業標

準調査会は，このような特許権等に関わる確認について，責任はもたない。 

なお，ここで“特許権等”とは，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。 
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日本工業規格 JIS 
 X 5211：2015 
 (ISO/IEC 18092：2013) 

システム間の通信及び情報交換－ 

近距離通信用インタフェース及びプロトコル

（NFCIP-1） 

Information technology- 

Telecommunications and information exchange between systems- 

Near Field Communication-Interface and Protocol (NFCIP-1) 

 
序文 

この規格は，2013 年に第 2 版として発行された ISO/IEC 18092 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，近距離に置いたデバイス間での短い電文のための無線通信のためのインタフェース及びプ

ロトコルである。これらの近距離通信（Near Field Communication を指し，以下，NFC という。）デバイス

は，106 kbit/s，212 kbit/s，424 kbit/s の伝送速度にて通信する。この近距離通信用インタフェース及びプロ

トコル（NFC Interface and Protocol を指し，以下，NFCIP-1 という。）規格をネットワーク商品，消費者向

け機器などのアプリケーションに利用してよい。 

 

1 適用範囲 

この規格は，コンピュータ周辺機器の相互接続を行うために，中心周波数 13.56 MHz で動作する電磁誘

導結合を利用したデバイス間での近距離通信用インタフェース及びプロトコル（NFCIP-1）で利用する通

信モードを規定する。消費者向けのネットワーク機器などに使う近距離通信デバイスを用いて通信網を実

現する近距離通信用インタフェース及びプロトコル（NFCIP-1）における能動通信モード及び受動通信モ

ードについても規定する。この規格は，変調の仕組み，符号化，伝送速度，RF インタフェースのフレーム

形式，初期化の仕組み，初期化中のデータ衝突制御に必要な条件などについて規定する。さらに，この規

格は，データ交換及びプロトコル活性化の方法を含めたトランスポートプロトコルも規定する。 

システム相互間での情報交換において， 小限，交換するコード，データ構造などについて情報交換を

行う当事者間の合意を必要とする。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 18092:2013 ， Information technology － Telecommunications and information exchange 

between systems－Near Field Communication－Interface and Protocol (NFCIP-1)（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 


